
仕 様 書 
 

１ 件名    公用車売却に係る入札 

 

 

２ 対象となる車両の情報 

メ ー カ ー  ／ 

車 種 
日産 ／ マーチ 

種 別 等 普通 乗用 自家用 自動車 ５人乗り AT車 ガソリン  

型 式 DBA-K13 

車 両 番 号 島根 5００ も 97-53 

初度登録年月 平成 25年 5月 

車 検 満 了 日 令和 8年 5月 14日 

所 有 者 吉賀町 

走 行 距 離 12７,３３９㎞【令和８年３月４日現在】 

保 管 場 所 吉賀町役場柿木庁舎駐車場 （島根県鹿足郡吉賀町柿木500-1） 

自賠責保険料

返戻金相当額 
0円 

リサイクル料金 ８,700円 

車 両 の 状 態 

・車体に擦り傷等あり 

・修理必要箇所あり（バックドアダンパー不調） 

※車両の状態については、上記に記載したものの他、不具合が生

じている可能性もあることから下見による確認をお願いします。 

 

 

３ 引き渡し場所 

  島根県鹿足郡吉賀町柿木 500-1  吉賀町役場柿木庁舎駐車場 （現在の保管場所） 

 

 

４ 引き渡し時期 

  売却代金の入金が確認され次第、直ちに引き渡します。（令和８年５月中旬まで） 

 

 

５ 売却代金の納入期限 

  売買に関する契約書締結後１４日以内 

   



 

６ 売却条件 

（１）売払代金は、入札書に記載した金額（買取価格）に消費税（地方消費税を含む）及びリサイ

クル料金が加算された額となります。 

（２）売却に係わる名義変更手続き及び搬送等に要する全ての費用は買い受けるものの負担と

なります。 

（３）買い受けるものは吉賀町が作成する納付書により指定する期日までに支払を完了してく

ださい。 

（４）引き渡しは売却代金が納入された事を確認された後に行います。現状引き渡しであり瑕

疵及び引き渡し後の故障については、吉賀町は一切責任を負いません。 

（５）引き渡しから２週間以内に名義変更を行っていただき、完了後に証明書の写しを吉賀町

産業課まで提出してください。 

 

 

７ 引き渡す物品 

（１）売却車両本体 

（２）車両のカギ（２本） 

（３）車両の車検証 

 

 

８ その他 

本仕様書の定めのない事項、又はこの仕様書についての疑義が生じた場合は、協議のうえ、

決定するものとします。 


